
                                                        

 議案第 ７８ 号  
 

平成２２年度流山市公共下水道特別会計補正予算（第２号）  
 
 平成２２年度流山市の公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正）  
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７，４５４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５，００７，４９５千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､「第１

表 歳入歳出予算補正」による。  
 
 
  平成２２年１１月２５日提出  
 
                                  流山市長  井 崎 義 治  
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 第１表   歳入歳出予算補正
 歳　入  （単位　千円）

款 項  補正前の額 補正額  　　計　　

 4  繰 入 金      1,255,867          7,454△      1,248,413

 1  繰 入 金      1,255,867          7,454△      1,248,413

 補正されなかった款項に係る額      3,759,082             0      3,759,082

 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計                5,014,949          7,454△      5,007,495

－2－



 歳　出  （単位　千円）

款 項  補正前の額 補正額  　　計　　

 1  総 務 費      1,169,090          7,454△      1,161,636

 1  総 務 管 理 費      1,169,090          7,454△      1,161,636

 補正されなかった款項に係る額      3,845,859             0      3,845,859

 歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計                5,014,949          7,454△      5,007,495
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 平成２２年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出補正予算（第 2号）事項別明細書

 １　歳  入
 （単位　千円）

節
目

補  正  額
 (補正前の額)
 (　　計　　) 区      分 金    額

説                  明

 （款） 4 繰入金  （項） 1 繰入金

 1  一般会計繰入金　        7,454△
 (  1,255,867)
 (  1,248,413)

 1  一般会計繰入金　　　        7,454△ 1 一般会計繰入金  ・ 一般会計繰入金更正減　　　　　　　　　　　　　　 〔　　　　　　　　　　〕 下水道業務課　　　　         7,454△

項  計
       7,454△
 (  1,255,867)
 (  1,248,413)

款  計
       7,454△
 (  1,255,867)
 (  1,248,413)

歳入合計
       7,454△
 (  5,014,949)
 (  5,007,495)
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 ２　歳  出
 （単位　千円）

節
目

 補   正   額   の   財   源   内   訳補 正 額
 (補正前の額)
 (　　計　　)

特      定      財      源 一 　 般
財 　 源

区  分 金   額
説          明

国県支出金地  方  債  そ  の  他

 （款） 1 総務費  （項） 1 総務管理費

 1 一般管理        7,454△
 (  1,169,090)
 (  1,161,636)

                          7,454△            
繰入金
      7,454△

 費　　　
 2  給料　　　      3,989△
 3 職員手当等      2,651△
 4  共済費　　       814△

 1  職員人件費２３人分　　　　　　　                          7,454△                  7,454△

 (1)  一般職人件費２３人分　　　　　〔　　　　　　　　　　〕 人材育成課　　　　　                          7,454△                  7,454△

 給料更正減　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (     3,989)△
 職員手当等更正減　　　　　　　　　　　　　　　  (     2,651)△
 共済費更正減　　　　　　　　　　　　　　　　　  (       814)△

項  計
       7,454△
 (  1,169,090)
 (  1,161,636)

      7,454△

款  計
       7,454△
 (  1,169,090)
 (  1,161,636)

      7,454△

歳出合計
       7,454△
 (  5,014,949)
 (  5,007,495)

      7,454△
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職員数 共　済　費 合　　　計

(人） (千円） (千円）

23 55,023 222,169

24 55,837 229,623

△ 1 △ 814 △ 7,454

扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務
手当

夜間勤務
手当

期末・勤勉
手当

児童・子ども
手当

管理職員
特別勤務
手当

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

補正後
4,395 8,604 1,955 5,025 38,760 2,957

補正前
4,590 8,939 1,817 3,960 42,910 2,290

比　較
△ 195 △ 335 138 1,065 △ 4,150 667

給　　与　　費　　明　　細　　書

　（１）　総括

備　　考

職員
手当
等の
内訳

区　　分

区　　　分

補　正　後

補　正　前

比　　　較

給　　　　　与　　　　　費

報酬(千円）

160

住居手当

(千円）

2,296

2,136

給料(千円）

99,525

103,514

△ 3,989

特殊勤務
手当

(千円）

職員手当等(千円）

67,621

70,272

△ 2,651

休日勤務
手当

(千円）

3,624

△ 1

(千円）

3,624

 1　一般職

計(千円）

167,146

173,786

△ 6,640

管理職
手当

5

6
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（２）　給料及び職員手当等の増減額の明細
区　　分 増減額(千円） 説明(千円） 備　　　　考

給与改定に伴
う増減分

△ 124 給与改定による減額分 　平成２２年度給与改定の状況
　　給料の改定率　△０．１％
　　給与改定実施時期　平成２２年１２月１日

その他の
増減分

△ 3,865 職員の配置替え等に伴うもの 　職員数の異動状況
　　　　（現に在職する　（その他）　　　（計）
　　　　　職員数）
　補正後　 　 ２３人　　　　　人　　　　２３人
　補正前 　　 ２４人　　　　　人　　　　２４人
　増年減      △１人　  　　　人　　　　△１人

地域手当の減額分
△ 10

期末・勤勉手当の減額分
△ 2,021

公民較差調整額分
△ 194

その他の
増減分

△ 426 職員の配置替え等に伴うもの

増減事由別内訳(千円）

△ 2,225

給　　料 △ 3,989

制度改正に伴
う増減分

職員手当等 △ 2,651
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（３）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

一　般　行　政　職

３５３，４２２

４２９，３８９

４４．０７

３５４，３８８

４１５，２０８

４５．０２

　イ　初任給

１４４，５００

１４４，５００

補正前
（平成２２年１月１日現在）

高　校　卒           １４０，１００

大　学　卒 １７８，８００
Ⅰ種　　　１８１，２００

Ⅱ種　　　１７２，２００

平均給与月額　(円）

平　均　年　齢(歳）

Ⅰ種　　　１８１，２００

Ⅱ種　　　１７２，２００
大　学　卒 １７８，８００

一　般　行　政　職（円）
国　　の　　制　　度

一　般　行　政　職　(円）

          １４０，１００

区　　　　　　　　　分

平均給料月額　(円）

補正後
(平成２２年１０月１日現在)

高　校　卒

区　　　　　　　　分

補正後
(平成２２年１０月１日現在)

補正前
(平成２２年１月１日現在)

平均給与月額　(円）

平　均　年　齢(歳）

平均給料月額　(円）
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　ウ　級別職員数

職 員 数 (人） 構 成 比 （％）

１　　級

２　　級 3 13.0
３　　級 3 13.0
４　　級 8 34.8
５　　級 3 13.1
６　　級 4 17.4
７　　級 2 8.7
８　　級

計 23 100.0
１　　級 1 4.2
２　　級 3 12.5
３　　級 3 12.5
４　　級 7 29.1
５　　級 4 16.7
６　　級 4 16.7
７　　級 2 8.3
８　　級

計 24 100.0

補正前
(平成２２年１月１日現在)

級区　　　　分
一   般   行   政   職

補正後
(平成２２年１０月１日現在)

－9－



(級別の標準的な職務内容）
区　　　　分 １　　級 ５　　級 ６　　級 ７　　級 ８　　級

係　長 課長補佐 課　長

主　査

　エ　昇給

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（％）

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（人）

（％）

２号給

２

１６

６号給 ２

（Ａ）

補正前

補正後
号 給 数 別 内 訳

職　　 員 　　数

昇給に係る職員数

比　　　　　　　率

職　　 員 　　数

比　　　　　　　率

昇給に係る職員数

号 給 数 別 内 訳
４号給

一般行政職

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

（Ａ）

１号給

２　　級

主　事

技　師

３　　級

主任技師

４　　級

主　査

全　　　職　　　種

２

２３

（Ｂ） ２２

６号給

３号給

（Ｂ）／（Ａ） ９５．７

８号給

４号給

２４

（Ｂ）／（Ａ） １００

４８号給

１７

２４

１

２

（Ｂ）

２号給
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　オ　期末手当・勤勉手当

補　正　後

補　正　前

国　の　制　度

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支　　給　　率　　等

国の制度（支給率等）

備　　　考

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

５９．２８

５９．２８

５９．２８

５９．２８

３５年勤続者

３０．５５

３０．５５

４１．３４

４１．３４

区　　　　　分 ２０年勤続者 ２５年勤続者 最高限度
　　　　　（月分）　　　　　（月分）　　　　（月分）　　　　（月分）

区　　　　　分

１．９５

１２月(月分）

２．０

２．２

２．０

６月(月分）

１．９５

１．９５

職制上の段階、職務
の級等による加算措置

支　給　期　別　支　給　率
支給率計(月分）

有

その他の加算措置等

備　　　考

３．９５

４．１５

３．９５

有

有
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　キ　地域手当

支　　給　　対　　象　　地　　域 ―

支　　　　　　　給　　　　　　　率 （％） ８

支　　給　　対　　象　　職　　員 （人） ２３

国　 の　 指　 定　 基　 準　 に
基　  づ　  く　  支　  給　  率 （％） ３

　ク　特殊勤務手当

全　　　　　　　　職

給　　料　　総　　額　　に　　対　　す　　る　　比　　率 （％） ０．００５

支　　給　　対　　象　　職　　員　　の　　比　　率
（平　成　２２　年　１０　月　１　日　現　在） （％） 支給実績無し

代　表　的　な　特　殊　勤　務　手　当　の　名　称 徴収手当

区　　　　　　　　　　　　　　分
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　ケ　その他の手当

区　　　分 国の制度との異同 差　　　　異　　　　の　　　　内　　　　容

扶養手当 同　　　　　じ

住居手当 異　　な　　る

国　　借家の場合
　　　　家賃１２，０００円以下　　　　　支給なし
　　　　家賃１２，０００円を超える場合　２７，０００円を限度に支給
本市　借家の場合
　　　　家賃１１，５００円以下　　　　　支給なし
　　　　家賃１１，５００円を超える場合　２７，５００円を限度に支給
　　　自宅の場合
　　　　世帯主　　　　７，０００円

通勤手当 異　　な　　る

国　　交通機関等を利用する場合
　　　　月額５５，０００円を限度として、６か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごと
        に支給
国　　自動車等を利用する場合
　　　　使用距離に応じて２，０００円～２４，５００円を支給
本市　交通機関等を利用する場合
　　　　６か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごとに支給
　　　自動車等を利用する場合
　　　　使用距離に応じて５，１００円～３２，８３０円を支給
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